
 
 
 
 
 
 
 
※ＤＣとは Defined Contribution の略＝確定拠出年金のことです。        平成１８年１１月２９日 

 
制

る

 

 

 

 
 

 
集
 
■

 

制

年

機

望

正

問
 
１

 

と

で

動

過

る

そ

り

年

を

査

れ

品

し

や

い

き

さ

己

り

そ

 
 
 
 
 

２.加入可能な年齢を６０歳未満から６５歳未満に
延長 
ＤＣに加入可能な年齢の上限は、現在６０歳未満

となっていますが、事業主は高齢者雇用安定法の改

ま

ま

前号（１０月３０日発行）で紹介しました確定拠出

年金（ＤＣ）の制度改正の行方において、所管で

あります厚生労働省の２００７年度税制改正要望

事項の内容が決まりました。 
度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。本資料は、岡三証券が信頼でき

と判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

約されたＤＣ税制改正要望書 

厚労省の要望内容 
２００７年度の税制改正に向けた議論が証券税

を含め本格化してきました。その一環として企業

金連合会、日本証券業協会、経済団体などの関連

関によって厚労省に提出されていたＤＣ改正要

案が、今回厚労省案に集約され、企業年金税制改

における最終要望書としてまとまりました。 
以下の３点が集約された要望事項であり、現状の

題点についてその説明を行いたいと思います。 

.掛金の非課税上限額の引き上げ 
現行の掛金の非課税上限額は下記の表のとおり

なっています。日本の企業型ＤＣ（以下企業型）

は福利厚生の一環として給与水準に拠出額を連

させる企業が多く、拠出金が上限を超えると、超

分を退職金積立てに回すか、現金で社員に支給す

といった調整をしています。現金で支給した場合

れが老後に備えた資金に回るかどうか疑問であ

、本来の主旨から外れる可能性があります。企業

金連合会の調査によると、掛金の拠出額が上限額

超えている企業が約２割に達しているという調

結果も出ています。 
非課税上限額は２００４年度に一度引き上げら

ましたが、拠出分が非課税となる為、他の金融商

等との兼ね合いもあり、限度額が抑えられてきま

た。 
一方、個人型ＤＣ（以下個人型）の場合、企業型

企業年金（厚生年金基金・適格退職年金等）がな

企業に勤務する会社員（第２号加入者）が加入で

ますが、この場合の非課税上限額は企業型に比べ

らに上限が抑制されています。個人型の掛金が自

負担であることを考えると、老後の生活設計をよ

真剣に考えている人と捉えることができますが、

の割には非課税上限額が低水準だと思われます。 

正（２００４年１２月 1日から施行）に伴い①定年
の引き上げ②継続雇用制度の導入③定年の定めの

廃止、のいずれかの措置を講じなければならないこ

ととなっています。従って定年延長や嘱託として現

行の６０歳から６５歳まで働ける体制が整いつつ

あり、６０歳以降も企業の取り組み次第で加入者と

なることが可能な環境となっています。 

その為、在職中は６０歳からの年金を受給せず、

退職後（６５歳以降）に受給することにより、老後

の生活資金として先送りすることができます。 
 
３.短期間で脱退した場合に認められる一時金の引
き出し条件の緩和 
 現行の脱退一時金の支給には、次の要件を全てク

リアしなくてはなりません。 
①加入者期間が 1ヶ月以上３年以下、または個人
別管理資産額が５０万円以下である（但し、企

業型において１５，０００円以下の場合は一定

の条件のもと引き出し可能） 
②再就職先が企業年金を導入しておりその加入

者となる 
③最後に企業型・個人型加入者の資格を喪失した

日から起算して脱退一時金の請求が２年以内

である 
このように請求要件が厳しく、企業型の資格を喪

失し、再就職先に企業型がない場合は、個人型に加

入（拠出）することも条件次第では可能ですが、加

入しない場合は、運用指図者として個人型へ移換す

るしかないので、手続きが煩雑であり、運用期間中

管理手数料がかかることから、移換金額が少額であ

ると、年金資産が受給資格を満たす前に失われてし

まうことも想定されます。その為、要件を更に緩和

するか、あるいは米国のようにペナルティを払うな

ど、一定の条件のもとで引き出しが可能となるよう

な措置が望まれます。 
 
 以上、改正要望事項について説明しましたが、今

後の税制改正の成り行きが大いに注目されますの

で、引き続き紹介していきたいと思います。 
企業年金（有） 23,000円
企業年金（無） 46,000円
第1号加入者 68,000円
第2号加入者 18,000円

現行のＤＣ掛金　非課税上限額

企業型ＤＣ

個人型ＤＣ

た、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なしに変更されることがあり

す。 


